
                    福島きのこの会会則 
 

（名 称） 

第１条  この会は「福島きのこの会」と称す。 

（目 的） 

第２条  この会は、きのこに興味を持つ人が、きのこを通して自然に親しみ、きのこの調

   査・研究・利用・保護などのために、お互いに協力しつつ、知識・技術・情報など  

      の交流を図り、会員相互の親睦ときのこについての普及啓蒙を行うことを目的とす

   る。 

（事 業） 

第３条  この会の目的を達成するために、次の事業を行う。  

      (1) 採集会、展示会、研修会、講演会などの開催。  

      (2) 標本資料の収集、作成、保存。  

      (3) その他目的達成のために必要な事業。  

（会 員） 

第４条  この会は、きのこに興味をもち、この会の目的に賛同するものは誰でも入会する

   ことができる。  

        入会希望者は、入会申込書に記入のうえ、年会費を前納した個人をもって会員と

    する。但し、２年以上会費を滞納した場合は退会したものとする。  

（役 員） 

第５条  この会に次の役員を置き、役員は総会において会員の中から推挙する。  

      役員の任期は、２か年とし留任を妨げない。  

          会長      １名    会務を統括する。          

          副会長    ２名        会長を補佐する。  

          事務局  １名    会の庶務を担当  

     会計   １名    会の会計を担当  

     事業   ２名    会の事業を担当  

     幹事  若干名    会の活動全般を補佐  

     会計監査 ２名    会計決算を監査  

（総 会） 

第６条  総会は年１回会長が召集し、事業および会計報告、会則の改正、役員選出、当年

   度の事業計画および予算を決める。  

        会則の改正は総会においてはかり、可決には出席者の３分の２以上の賛成を必要

    とする。  

（会費および会計年度） 

第７条  会費は年間２，０００円とする。  

        会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

 

  附 則     この会則は、平成９年８月９日から適用する。  

    附 則        平成１６年１０月９日一部改正  

  附 則    平成２１年１０月３日一部改正  

  附 則    平成２４年１０月１７日一部改正  


